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１ はじめに

本町は、平成 27 年 3 月に「宝達志水町教育振興基本計画」を策定し、ふるさとを愛し、未来を拓く

心豊かな人づくりを基本理念に掲げ、それぞれの基本目標に基づき取り組んで参りました。この計画

期間は、平成 27 年度から令和 6年度までの 10 年間として計画しており、概ね 5年後に見直しを図る

ものとされております。

今回、宝達志水町教育振興基本計画（後期）を策定するにあたり、宝達志水町上位計画にあたる「第

2次宝達志水町総合計画」が令和 2年 3月に策定されたことに伴い、現行の「宝達志水町教育振興基本
計画」の見直しを 1年間延長しました。

また、国においては、「GIGAスクール構想」の実現に向けた児童生徒一人１台端末と高速大容量の
通信ネットワークを一体的に整備することが決定されました。そのことにより、新しい時代の教育に

必要な、子どもたち一人一人の個別最適化と、創造性を育む教育を実現できる可能性が生まれ一人一

人の考えをお互いにリアルタイムで共有し、双方向で意見交換する協働的な学び、遠隔教育の充実な

ど、多様な教育環境が整いつつあります。

石川県においては、平成 28年 3月に「第 2期石川の教育振興基本計画」が策定され、本町において
も「第 2期石川の教育振興基本計画」を踏まえつつ「第 2次宝達志水町総合計画」との整合性を図り
ながら、教育の振興と発展を目指し、これまでの「宝達志水町教育振興基本計画」を継承しながら今

回の「宝達志水町教育振興基本計画（後期）」を策定することとしました。

２ 計画の位置づけ

この計画は、国が示す教育振興基本計画を基に、宝達志水町の実情に応じて、町における教育の振

興のための施策に関して基本的な事項を定めるものであり、本町の教育の後期計画として位置づけて

います。平成 28年 3月に策定された「第 2期石川の教育振興基本計画」を踏まえ、宝達志水町がめ
ざすまちづくりの指針である「第 2次宝達志水町総合計画」との整合性を図っていきます。

国 教育振興基本計画

県 石川の教育振興基本計画

町 宝達志水町教育振興基本計画
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３ 計画期間

本基本計画の計画期間は、令和 3年度～令和 6年度の 4年間とします。

４ 国県の動向

（１） 国の動向

教育基本法により、地方公共団体が教育振興基本計画を策定する際に参酌される国の「第 3
期教育振興基本計画」が平成 30年 6月に閣議決定されて、今後の教育施策に関する 5つの基本
的な方針が示されました。

【国の第 3期教育振興基本計画の基本的な方針】
① 夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する

② 社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する

③ 生涯学び、活躍できる環境を整える

④ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する

⑤ 教育政策推進のための基盤を整備する

（２） 県の動向

石川県においては、平成 28年 3月に、「第 2期石川の教育振興基本計画」が策定され、「未来
を拓く心豊かな人づくり」を基本理念に掲げ、4つのめざす人間像と 8つの基本目標を定め、施
策を推進することになりました。

【めざす人間像】

① ふるさとに誇りを持ち、広い視野に立って社会に貢献する人間

② 生涯学び続ける意欲に満ち、確かな学力を身に付け、個性や創造性に富む人間

③ 責任とモラルを重んじ、人を思いやる心豊かな人間

④ 健康や体力の増進に努める、活力ある人間

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

宝達志水町教育振興基本計画 宝達志水町教育振興基本計画（後期）

（国）第 3期教育振興基本計画

（県）第 2期石川の教育振興基本計画

（町）第 2次宝達志水町総合計画（R11年度まで）
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【基本目標】

① いしかわに誇りと愛着を持ち、世界と地域に貢献する人材を育成します

② 学力を高め、社会の変化に対応できる資質・能力を育成します

③ 豊かな心と健やかな体を備えたタフな人づくりを推進します

④ 信頼される質の高い学校づくりを推進します

⑤ 高等教育機関の集積を活かした「学都石川」の魅力向上を推進します

⑥ 社会全体で家庭や地域の教育力の向上を推進します

⑦ 生涯にわたり学び続ける環境づくりを推進します

⑧ ライフステージに応じたスポーツ活動を充実します
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１ 学校教育

（１） 概要 町内の小学校・中学校は、令和 2年 12月現在、小学校 5校、中学校 1校で、計 6
校が設置されています。なお、保育所は 4所が設置されています。児童生徒数の著
しい減少傾向があり、小学校において、適正規模の統廃合の検討に迫られています。

令和元年度～7年度の小中学校の児童生徒数の推計 （人）

（２） 学力の向上

【現状】

平成 31年度※全国学力・学習状況調査の結果によると、本町の小学校の学力、国語・算数は、

全国平均・県平均を上回っています。中学校では、国語・数学が全国平均・県平均を上回り、

英語では全国平均を上回り、県平均よりやや上回っています。今後も、継続して指導法の工夫

改善等に努め、さらなる学力向上対策を進めていかなければなりません。

平成 31年度※全国学力・学習状況調査の結果によると、授業以外で普段 1時間以上勉強して
いる割合は、小学校 6年生で 79.3％（全国 66.1％・県 74.8%）、中学校 3年生で 59.3％（全国
69.8%・県 65.6%）となっており、小学校においては全国平均、県平均を上回っているものの、
中学校においては全国平均、県平均を下回っています。

【課題】

基礎・基本は概ね定着していますが、活用力は学年や教科によって定着に差がみられます。

すべての教職員に対して、指導力を高めていくことが求められます。

小学校児童数 中学校生徒数

令和元年度 ５１１ ３１２

令和 2年度 ４８３ ２９５

令和 3年度 ４６３ ２９８

令和 4年度 ４３６ ２９０

令和 5年度 ４２３ ２６１

令和 6年度 ４０４ ２４６

令和 7年度 ４０５ ２２８

第１章 宝達志水町の教育の現状
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【平成 31年度 ※全国学力・学習状況調査平均正答率】（資料：学校教育課）

（３） 体力の向上

【現状】

令和 2年度 体力・運動能力調査比較によれば、町内小中学生の体力総合では、県の平均を

上回る割合が多いといえます。

【課題】

遊びの形態の変化にともない、小中学校ともに運動をする機会が少ない児童生徒がいること

から、日頃よりスポーツに親しみ体を動かすことで、充実感や達成感を持つことができる取り

組みを実施していく必要があります。

（４） 豊かな心の育成

【現状】

本町では、穏やかな児童生徒が多く、平成 31年度※全国学力・学習状況調査結果によると、

小学校で 88.2％、中学校で 84.7％の児童生徒が、「学校に行くのは楽しい」と回答しています。
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【課題】

いじめ、不登校等の未然防止に向けて、保育所・小学校・中学校の連携をさらに推進し、継

続性をもった指導の充実を実施する必要があります。

（５） 特別支援教育の推進

【現状】

特別支援学級に在籍する児童生徒はもちろんのこと、通常学級に在籍する児童生徒への指導

に関して、校内支援体制の整備や※特別支援教育支援員の配置を進めています。

【課題】

小中学校の支援体制の整備や教職員研修が進められ、保小中の連携や特別支援関係諸機関と

の連携が進んできています。しかし、発達障害のある要支援児童・生徒数は増加しており、※特

別支援教育支援員の配置とともに、学校全体での支援や地域・保護者への特別支援教育に対す

る啓発が必要です。

（６） 学校給食

【現状】

児童生徒の望ましい食習慣の形成や食に関する理解のため、献立内容の充実を促進するとと

もに、各教科等に学校給食が生きた教材となるよう取り組んでいます。

【課題】

児童生徒が減少していくなかで、安全でおいしい給食を提供するため、給食調理の環境改善

と衛生管理の徹底をさらに推進する必要があります。

（７） 学校施設整備

【現状】

築 30年以上の学校がほとんどであり、建物及び設備ともに総じて老朽化が進んでいます。
町内の小中学校の耐震化については、平成 26年度宝達中学校の完成により、町内すべての小中
学校で新耐震基準を満たすことになりました。

【課題】

施設の老朽化に伴って、校舎や体育館の屋上防水や給排水・空調設備等の大規模な修繕工事

が必要となっています。
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２ 生涯学習

（１） 生涯学習・社会教育活動の振興

① 公民館活動

【現状】

公民館が主催する講座を通じて、学習者の自己研さん、世代間交流を促し、地域コミュニテ

ィの活性化を図るほか、ボランティアスタッフとして生徒が事業の運営に直接携わることによ

り、学校教育では学べない体験を通して、自立心や協働性が育まれるよう取り組んでいます。

また、町民の「知りたい、学びたい」という要望に応えられるよう関係機関の協力のもと、

各種講座を実施しています。

【課題】

公民館講座は、学習者の学習意欲の充足を主な目的としてきました。誰もが、いつでも、生

涯にわたって自らを磨き高めることができ、その成果を得る環境づくり（学びの場、学びを活

かす場、学び直しのできる場）を確立していかなければなりません。世代ごとの学習支援など、

きめ細かな生涯学習の推進体制の充実を図るとともに、オンラインを活用した講座の開催など

時代やニーズにあった講座の提供を整えていく必要があります。

１６ミリフィルム映写機を使った映画会 オンラインによる公民館講座の提供

（ディスカバリーウオーク）

② 図書館活動

【現状】

保育所の乳幼児から小学校児童を対象とした絵本等の楽しさを伝えようと「おはなし会」や

「手作り教室」の実施のほか、移動図書館車が定期的に小学校等へ出向いて利用の増加を図っ

ており、地域社会の情報拠点として、住民の多種多様の要求にも応えられるよう、最適な運営

に努めています。

【課題】

幅広い世代に情報や資料を提供することや、児童生徒の自主的な学習や読書を支援するほか、

身近な図書館として親しまれるよう図書館行事の充実も図っていますが、全体として図書館の

利用者の減少が進んでおり、特色のある図書館の運営に取り組む必要があります。
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わらべうたの会（子育て支援センター） 移動図書館（小学校）

③ 生涯学習施設の利用と運営

【現状】

町民の良好な生涯学習の場を提供するため、生涯学習センターを中心として、生涯学習情報

の発信や学習機会・学習の場の提供、学習成果の発表の場としての有効活用を図っています。

【課題】

本施設には、公民館、図書館のほか、軽運動ができる多目的広場が併設されており、一日の

平均利用者は 70人を超え良好に施設利用がなされていると考えています。

しかしながら、利用者の多くは高齢者であることと、若年層の社会教育活動が低迷傾向にあ

ることから、学習意欲の向上や学習成果が十分に活用できるよう、適切な運営に取り組む必要

があります。

視聴覚室 多目的広場（なぎさ）

（２） 家庭教育活動の推進

【現状】

学校・家庭・地域の連携と協力により、学校支援活動の推進と学校を核とした地域づくりや

地域の教育力の向上が図られるよう「※早寝・早起き・朝ごはん運動」「あいさつ運動」を行い、

地域全体で家庭教育を支援していく環境づくりを進めています。

【課題】

教育の出発点である家庭教育においては、自主性を尊重しながら、その役割を十分に果たし、

教育力の向上が図れる取り組みのほか、地域全体で子どもたちの成長を見守り、子育てする親

への支援として、子どもの発達段階に応じた学習の機会とその体制の充実が求められています。
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保育所での活動（家庭教育支援ボランティア）

（３） 地域教育力の向上

【現状】

少子化、都市化、情報化など子どもたちを取り巻く環境が急激に変化する中、本町では親の

育児不安、しつけに自信が持てないなどの様々な問題が生じています。また、児童虐待など子

どもの人権が損なわれないように関係機関と連携を図っています。

本町においても生活圏の広域化や価値観の多様化などにより、人間関係の希薄化や、地域の

交流機会の低下が生じている中で、地域全体で子どもたちへの教育の支援や地域の教育力の向

上を図るため、地域の方々が「※学校支援ボランティア」として環境美化活動、防犯、防災活動

など、学校の要望に応じたボランティア活動を実施しています。

【課題】

近年、子どもたちの社会経験の不足、物事の善悪の判断や規範意識の低下などが指摘される

中で、家庭・地域・学校との連携の強化がますます重要となっています。

子どもたちの学びや成長を地域全体で育もうとする意識を高めることや日常的な関わりを深

めるなど、地域の課題として共有し取り組むことや、それぞれの教育力がよりよく発揮できる

環境の整備に取り組む必要があります。

通学時の安全指導 校庭の整備

（４） 文化の振興事業の推進

【現状】

人々の価値観が「心の豊かさ」を求める傾向にある今日、音楽や美術の鑑賞、発表などの多

彩な文化活動への支援、推進のほか、生涯にわたり豊かな感性と教養を育むことができる環境

づくりを推進しながら、文化の振興に努めています。

〔令和 2年度〕

区 分 人 数

学校支援ボランティア 197人
家庭教育支援ボランティア 10人
青少年育成委員会 42人
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【課題】

町民一人一人が生涯を通じて、文化に親しむための機会を充実させ、町民の文化活動を支え

る環境の整備を図るとともに、町内各所に点在する特色ある文化資源の保護・継承と活用を図

る必要があります。

文化祭芸能発表会 文化祭作品展示

（５） 文化財の保護と活用

【現状】

先人から受け継いだ歴史と郷土文化や、多くの文化財からなる豊かな文化遺産が存在します。

文化財保護法に示された理念に基づき、地域文化と歴史文化遺産を地域全体で守り、次世代に

継承していかなければなりません。

また、平成 29 年度に新しく開館した埋蔵文化財センターを活用し、発掘された考古資料の収

集、保護、調査及び公開をしています。

【課題】

個人所有の文化財の公開について指導が必要となっています。埋蔵文化財については、適正

な管理を図るための保管環境や展示をさらに充実していく必要があります。また、郷土の歴史・

文化に触れることを目的として、体験講座や企画展示を定期的に行うよう進めます。

ゼンショウジキクザクラ 妙法輪寺 ナンテン

３ スポーツ活動

（１） 生涯スポーツの推進

【現状】

近年、生活習慣病の増加、健康志向の高まり等により生涯にわたりスポーツに親しめる環境

づくりが求められています。
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心身の健康や健全な成長を促進するスポーツは、明るく豊かで活力に満ちた社会を形成し、

真に元気な高齢社会を実現するうえで不可欠なものであります。

本町では、町体育協会や※総合型地域スポーツクラブによる競技大会やスポーツ教室などへの

支援のほか、小学生を対象とする競技スポーツの推進やその指導者の育成、また、新たなスポ

ーツの取り組み等でスポーツの推進を図っています。

【課題】

本町のスポーツ人口が減少しないよう、スポーツ活動への啓発や住民相互のふれあいづくり、

世代や身体能力を問わず誰もが参加できるなどを目的とした各種スポーツ教室やイベントの開

催を推進するほか、スポーツ鑑賞を通して、スポーツへの関心・意欲を高めていくことなど、

効果的な取り組みを進めていく必要があります。

（２） スポーツ施設の整備と活用

【現状】

町内のスポーツ施設は、宝達志水総合体育館や宝達志水武道館、宝達志水サッカー場、宝達

志水野球場、遊具を備えた芝生広場がある宝達志水多目的運動広場のほか、身近な小・中学校

の体育館等があります。

多くの町民がより快適・便利に利用でき、より効率的な施設運営に努めるほか、統廃合を含

めた体育施設の整備と整理を進めています。

【課題】

施設の適切な維持管理を継続的に図っていくため、計画的な整備・修繕計画の策定と実施が

必要であり、かつ、利用者による利用料負担を推進し、施設運営財源の確保を図る必要があり

ます。

また、指定管理者制度を活用し、指定管理者が持つ専門的な技術や手法、特徴を活かした運

営体制の推進と充実を図るとともに、関係競技団体との協働を図る必要があります。

宝達志水総合体育館 アリーナ




